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（地 方 自 治 体 での 講演 レ ジ ュ メ から ）

2000/3/29

保 証 人 は 危 険 が い っ ぱ い 連 帯 保 証 ・ 身 元 保 証 ・ 裏 書 保 証

弁 護 士 永 嶋 里 枝

問１ ：保 証と は ど う い う こ と か

答 ：保 証 人 は、 主た る債 務 者 が債 務を 履行 し な い場 合に 、履 行す る責 任を 負う 。

保 証 人 に な る と 、主 た る債 務 者が 何ら か の理 由で 借 金を 返 さ な い場 合 に、 債 権 者 か

ら 返済 を要 求さ れ る と、 こ れ に応 じ な け れ ば な ら な い。

※ 教訓 １ 軽率 に保 証 人 に な る こ と は 禁物

主 た る債 務 者 の 「迷 惑 は か け な い 」と い う 言 葉を そ の ま ま真 に 受け て、 絶 対

に 責任 が か か っ て こ な い と い う よ う な安 易な 気 持ち で 保 証 人に な る こ と は 避 け

た い。

逆に 、保 証 人 で な け れ ば、 家族 で あ っ て も支 払う 義務 は な い。

問２ ：主 たる 債 務 者・ 保 証 人が 倒産 した 場合 に債 権 者 は ど の よ う な 措置 を と れ ば よ い か

答 ：破 産 手 続な ど法 的な 手続 が取 ら れ た場 合は 債 権 届 出

但 し、 同 時 廃 止 の場 合は 債 権 届 出 に よ る回 収は 不 可 能

法 的 手 続で は な く任 意 整 理の 場合 は協 議に よ る 。

※ 教訓 ２ 主 債 務 者 ・保 証 人が 倒 産・ 破産 し た場 合は 、 基 本 的 に債 権を 回 収す る こ と は

不 可 能

問３ ：普 通の 保証 と連 帯 保 証で は、 ど の よ う な点 で異 な る か

答 ：普 通 の保 証 債 務 の場 合 は、 債 権 者 が主 債 務 者 に対 し 債務 の 履行 を求 め ず、 い き な り

請 求し て き た ら 、ま ず 主 債 務 者に 請求 す る よ う抗 弁 で き る 。ま た、 主 債 務 者に 弁 済

資 力が あ り、 執 行も し や す い こ と を証 明 して 、ま ず 主 債 務 者の 財産 か ら弁 済を 受 け

る よ う 抗 弁で き る。 し か し 、 連 帯 保 証 人 は で き な い 。従 っ て、 連 帯 保 証 人 の責 任 は

第 一 次 的で あ る 。

保 証 人が 数 人い る場 合 の責 任 は、 主 債 務 の金 額を 保 証 人 の 頭数 で割 っ た分 だ け で あ

る が、 連 帯 保 証 人が 数人 い て も、 各 連 帯 保 証 人 は全 額を 支払 う責 任が あ る 。

※ 教訓 ３ 連 帯 保 証 人に な る と き は、 主 債 務 者と 同様 に 請求 さ れ る こ と を 覚悟 す る こ と

債 権 者 から 請 求さ れ た と き支 払 う覚 悟 が な い の な ら 連 帯 保 証 人 に は な ら な い

こ と

連 帯 保 証 を し た場 合は 、主 債 務 者の 返 済 状 況 を ﾁｪｯｸし て お く こ と

問４ ：父 が死 亡し た場 合、 子ど も は 父の 保 証 債 務 を相 続し な け れ ば な ら な い か

答 ：被 相 続 人 の 死亡 に よ り 相続 が 開始 す る と 、相 続 人 は 積 極 財 産（ ＋の 財 産） だ け で は

な く、 消 極 財 産 （－ の 財産 、 つ ま り負 債 ）も 自 動 的 に相 続 する 。保 証 債 務 も同 様 。

但 し、 保 証 債 務 は、 当 事 者 の 信 頼 関 係 の 上に 成り 立 っ て い る債 務 関 係 で あ り、 相 続

人 には 苦 痛と な る の で 、判 例 は、 相 続 人 に予 測の で き な い 責任 を生 ず る可 能 性 の あ

る 債務 に つ い て は 相続 し な い と 言う つ ま り 具 体 的 な債 務 額 の確 定し て い る 普、 。 、 （

通 の） 保 証 債 務 は相 続 さ れ る が、 基 本 的 身 元 保 証 （ 身 元 保 証に 基づ く 具 体 的 債 務 で

は な く 、 信 用 保 証 （ 責 任 限 度 額 及 び 保 証 期 間 を 定 め ず に 連 帯 保 証 を し た 事 案 ） 等）

は 相続 さ れ な い 。

相 続 人 の 資産 を 守る た め に 、 相 続 開 始 を 知っ た時 か ら３ ヶ 月 以 内に 、 単 純 承 認 、 限

定 承 認 、相 続 放 棄の い ず れ か を選 択で き る 。

限 定 承 認、 相 続 放 棄 を選 択し た場 合は 、家 庭 裁 判 所 に届 出が 必要

３ ヶ月 間 に調 査 を尽 く し た が 、債 務の 存 在を 発見 で き な か っ た と き は 、発 見 後 に 相
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続 放 棄 の 手続 を と る こ と が で き る 。長 期 間の 別居 、 被 相 続 人の 秘 密 主 義な ど の 場 合

は 、３ ヶ月 後で も相 続 放 棄 可 能。

※ 教訓 ４ 親 が 借金 を し て い る 可 能 性 が あ り 、な お か つ 、ほ と ん ど 資産 を 残さ ず亡 く な

っ た場 合は 、速 や か に相 続 放 棄の 手続 を し て お く こ と

問５ ：保 証 人 を立 て さ せ る 場合 に は ど の よ う な点 に注 意を す れ ば よ い か

答 ：信 用 調 査が 必要

保 証 意 思の 確認 が必 要

保 証 人 は主 債 務 者に 対す る影 響 力 の強 い人 で あ る こ と が 望ま し い

配 偶 者 や 子を 保 証 人 と す る こ と も 、財 産 の分 散・ 隠 匿に よ る被 害を 少 な く し、 主 債

務 者が 死亡 した 場合 に限 定 承 認を さ れ る こ と を 防ぐ 上で 効果 が あ る。

※ 教訓 ５ 家族 の保 証 人 に な る と 、限 定 承 認や 相 続 放 棄 の恩 恵は な い 。

問６ ：実 印と 印 鑑 証 明 を悪 用さ れ連 帯 保 証 人 と さ れ た 場合 は ど う な る か

答 ：実 印 を預 け た相 手が 、 その 実 印を 悪用 し て、 代 理 人 と し て 連 帯 保 証 契 約を 締結 し た

場 合、 債 権 者 が そ の 代 理 人 が 正当 な代 理 権 限 を有 し て い る と信 じ た こ と に は正 当 理

由 が あ る と考 え ら れ る の で 、 その 保 証 契 約は 有効 と な る 。 但し 、本 人 と代 理 人 が 夫

婦 、親 子 な ど の 関係 に あ り 、 実印 の入 手 が比 較 的 容 易な 場 合は 、実 印 の所 持だ け で

は 正当 な 代 理 権 限を 有 し て い る と 信じ た こ と に正 当 理 由 が あ る と は 認 め ら れ な い 。

ま た、 債 権 者 が 金 融 機 関の 場 合に は、 よ り高 度な 注 意 義 務 が課 せ ら れ る の で、 代 理

人 と名 乗 る人 物 が実 印 を持 っ て い て も 、 なお 、代 理 権の 有 無に つ い て 本人 に確 か め

る 義務 を負 う。

※ 教訓 ６ 実印 の管 理は 厳重 に。 容易 に実 印を 預け な い こ と 。

問７ ：賃 借 人 の保 証 人 に は ど の よ う な責 任が 生ず る か

答 ：賃 借 人の 保 証 人 は、 賃 貸 人 が 目的 を達 し 、危 険を 回 避し う る よ う に 、 賃 貸 借 契 約 か

ら 生じ る 重要 な 義務 で あ る 賃 料 支 払い 義 務や 用 法 違 反に よ る損 害 賠 償 義 務 や終 了 時

に お け る目 的 物 の返 還 義 務な ど が 負わ さ れ て い る。

賃 料の 増額 に つ い て は、 基 本 的に 予測 の範 囲 内 で あ る か ら責 任を 負う 。

賃 借 人 が 賃 料 支 払い を 長 期 間 怠っ て い る の に 、賃 貸 人が 保 証 人 に通 知 せず 、ま た 契

約 を解 除 し な い で放 置 し、 保 証 人 が多 額 の滞 納 賃 料 債 務 の 保証 を さ せ ら れ る お そ れ

が あ る 場合 、保 証 契 約の 解除 が認 め ら れ る こ と が あ る。

賃 貸 借 契 約 が更 新さ れ た 場合 、基 本 的 に保 証 契 約は 更新 する 。

※ 教訓 ７ 賃 借 人の 保 証 人 に な る 場合 は、 賃 借 人 と同 様 、賃 貸 借 契 約か ら 派生 する 義 務

を 負う こ と を覚 悟す る必 要が あ る 。

賃 借 人の 保 証 人に な っ た ら 、賃 借 人 の賃 料の 支 払 状 況 を ﾁｪｯｸす る こ と。

問８ ：根 保 証 人は ど の よ う な責 任を 負う か

答 ：銀 行 取 引 約 定 書 に保 証 人と し て署 名・ 捺 印す る と 、 主た る 債 務 者と 銀 行と の間 の 継

続 的な 取 引 関 係 から 生ず る一 団の 不 特 定の 債務 を保 証す る義 務を 負う 。

銀 行 取 引 約 定 書 と と も に差 し 入れ ら れ る 保 証 約 定 書 に保 証 の極 度 額 が 定め ら れ て い

る 場合 は、 それ 以上 の責 任を 負う こ と は な い。

主 たる 債 務 者 と 銀行 と の融 資 契 約 で融 資 限 度 が定 め ら れ て い る 場合 は 、こ れ が 同 時

に 保 証 債 務 の極 度 額 と な る。

保 証 期 間 の定 め が あ る と き は 、期 間 満 了 後に 発生 し た債 務 に つ い て は 責任 を負 わ な

い 。

主 たる 債 務 者 と 銀行 と の融 資 契 約 に取 引 期 間 の定 め が あ る と き は、 こ れ が 保 証 期 間

と な る 。

保 証 契 約 締 結 後 相 当 の期 間 経 過 後 には 保 証 契 約 を解 約で き る 。

保 証 期 間 の定 め の有 無 に限 ら ず、 主 債 務 者の 資 産 状 態が 悪 化し た と き に は 、保 証 契
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約 を解 約で き る 。

※ 教訓 ８ 主 債 務 者 が銀 行 に対 し て負 う債 務 の増 減 変 動 や、 主 債 務 者の 資 産 状 態を 知 り

う る立 場に な い と き は、 根 保 証は 避け た方 が い い。

根 保 証 人 で あ っ て も、 責任 は無 限で は な い

問９ ：身 元 保 証 人 は ど の よ う な 責任 を負 うか

答 ：身 元 保 証 ・ ・ ・ 被 用 者 が故 意 ま た は過 失 に よ っ て 使 用 者 に 損 害 賠 償 債 務を 負担 す る

に 至っ た場 合に 、保 証 人 に お い て そ れ を弁 済す る こ と を 約束 す る も の

身 元 引 受 ・ ・ ・ さ ら に 広く 、 被 用 者が 病 気そ の他 被 用 者 の 責任 とは 言 え な い事 由 に

よ っ て 、使 用 者 に与 えた 損失 まで 埋め 合わ せ る こ と を約 束す る も の

身 元 保 証 法

① 被 用 者 の故 意・ 過失 に基 づく 行為 に よ っ て 使 用 者が こ う む っ た損 害の 賠償

② 期 間 の定 め が な い 場合 は 身 元 保 証 契 約 成 立の 日 から ３ 年間 商 工 業 見 習 者 の 保

証は ５年 間 ５年 を超 える 契 約 無 効

③ 事 情 変 更の 場合 の身 元 保 証 人 への 通 知 義 務 と身 元 保 証 人 の解 約 権

④ 身 元 保 証 人 の責 任 の範 囲 は使 用 者 の 監督 に過 失 が あ っ た か 否か な ど、 諸般 の 事

情を 考慮 して 決め る

※ 教訓 ９ 身 元 保 証 人の 責任 も決 して 軽く な い こ と を肝 に銘 じ て お く こ と

身 元 保 証 人の 責任 も無 制 限 で は な い

問１ ０： 手 形 保 証 の責 任は ど こ ま で 及ぶ か

答 ： 手 形 保 証 ・ ・ ・貸 付 先が 銀 行 宛 に振 り 出し 、あ る い は 裏 書き し た 手 形に 保 証 人 と

して 署名 する 場合 と、 裏 書 人と し て 署名 す る こ と に よ り保 証す る場 合が あ る

こ の場 合 、手 形 保 証 人が 、 手 形 保 証 の 際、 手 形 振 出 人 と 銀行 との 間 の金 銭 消 費 貸

借の 事 実を 知 っ て い た 場 合に は 、手 形 保 証 人は 、 この 消 費 貸 借 債 務 に つ い て も 民

事 保 証を し た も の と推 定さ れ る 。

※ 教訓 １ ０ 手 形が 振り 出 さ れ た 事情 を知 っ て裏 書き し た と き は、 振り 出 さ れ た原 因 債

務に つ い て も 保証 を し た こ と に な る の で 、責 任が 重く な る 。

問１ １： 物 上 保 証 人は ど の よ う な責 任を 負う の か

答 ： 他 人の 債 務を 担保 す る た め に自 分の 所 有す る財 産 を提 供 し て そ の 上 に抵 当 権 や 質

権を 設定 した 人の こ と を物 上 保 証 人 と い う。

保 証 人 は、 主 たる 債 務 者 が債 務 を履 行 し な い と き は、 自 分で そ れ を 履行 し な け れ

ば な ら な い 義 務を 負う が 、物 上 保 証 人 は、 債 務 者 が債 務 を履 行し な い場 合で も 、

担 保 権 が実 行 され 、提 供 した 特 定の 財 産の 所 有 権 を失 う こ と に な る だ け で、 自 ら

その 債 務を 履 行す る責 任 は負 わ な い 。 但し 、担 保 に提 供 した 物件 の 所 有 権を 失 わ

な い た め に は 、自 ら弁 済す る し か な い。

債 権 者 の側 か ら す れ ば 、 保 証 人 には 訴 訟や 強 制 執 行が で き る が、 物 上 保 証 人 に は

担 保 権を 実行 す る し か な い 。

共 通 点 は① 弁 済 可 ② 求 償 権 ③債 権 者に 代位 債 権 者 が主 たる 債 務 者 に対 し て

有し て い た 債 権 及 び そ の 担 保 権 を取 得 ④ 主た る 債 務 者 の時 効の 援 用は 可、 相 殺

は不 可


